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（３）グレード判定基準 

症状と皮膚所見をみる臨床領域と日常生活制限の程度をみる機能領域

の両者を参考に判定するBlumの分類 12）が理解しやすく一般的に用いられ

ている 11）（表 3）。はっきりした疼痛を伴う場合はグレード 2 以上と判定

するが、チクチク感など表面的な皮膚知覚異常はグレード 1とする。日常

生活が遂行できない場合はグレード 3 と判定する。本項ではこの分類を使

用した。 

表3 
 

グレード 臨床領域 機能領域 

1 
しびれ、皮膚知覚過敏、ヒリヒリ・チクチク感、 無

痛性腫脹、無痛性紅斑、色素沈着、爪の変形 

日常生活に制限を受ける 

ことのない症状 

2 
腫脹を伴う有痛性紅斑、 

爪甲の高度な変形・脱落 
日常生活に制限を受ける症状

3 湿性痂皮・落屑、水疱、潰瘍、強い痛み 日常生活を遂行できない症状

「手足症候群 Hand-Foot Syndrome Atlas より」 
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グレード 手足皮膚反応 

1 疼痛を伴わない軽微な皮膚の変化または皮膚炎 

2 機能障害のない皮膚の変化または疼痛 

3 潰瘍性皮膚炎または疼痛による機能障害を伴う皮膚の変化 

４      ―   （設定なし） 

 

（４）発症機序 

フッ化ピリミジン系薬剤による手足症候群では、皮膚基底細胞の増殖阻

害、エクリン汗腺からの薬剤分泌、フルオロウラシルの分解産物の関与が

想定されているが確定的な発症機序は不明である 7）。 

キナーゼ阻害薬では、皮膚基底細胞や皮膚血管などへの直接的作用が考

えられるが、詳細な発症機序はやはり不明である。 

 

（５）医薬品ごとの特徴 

フッ化ピリミジン系抗がん剤による手足症候群は比較的びまん性に生


